
集会所等を利用される皆様へ

御船町自治区

　集会所使用申し込み方法と利用料金のお知らせ

【申し込み方法】

 ①所定の申込書に必要事項を記入し、自治区事務所に提出し使用許可を受ける。

 ②使用申し込みは、使用予定日の1か月前からの受付とする。(通年の予約は不可)

 ③御船コミュニティ団体等の行事は、年間計画後に事前予約が出来ることとする。

【利用料金】

 ①利用料金は、料金表をご確認ください。

 ②利用料金は、使用申し込み時に前払いとなります。

 (1)利用料金免除対象は下記とおり

   ①自治区の公務及び組の行事で利用する場合

　 ②御船コミュニティ団体等が許可を受けた年間行事

　 ③区長が必要と認めた場合

 (2)利用料金徴収対象の項目

　上記の免除対象以外の利用については、すべて規定の料金となります。

   ①区民や趣味の活動、サ－クル団体等が利用する場合

　 ②御船コミュニティ団体等以外の団体が利用する場合

以上


